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（趣旨） 

第１条 この規則は，ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例（平成６

年条例第９４号。以下「条例」という。）第４０条の規定に基づき，条例の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

（委託手数料の率） 

第２条 卸売業者が，委託者から収受する委託手数料は，卸売金額（消費税額

及び地方消費税額を含む。）の１００分の５以内とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例施行規則 
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第６章 ひたちなか市魚市場委員会（第４２条－第４５条） 

第７章 雑則（第４６条・第４７条） 

付則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は，ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例（平成６

年条例第９４号。以下「条例」という。）第５６条の規定に基づき，条例の

施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 魚市場関係事業者 

第１節 卸売業者 

（卸売の業務の許可申請） 

第２条 条例第１０条第１項の規定による卸売の業務の許可の申請は，卸売業

務許可申請書（様式第１号）により行うものとする。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付するものとする。 

（１） 定款 

（２） 登記事項証明書 

（３） 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書面 

（４） 株主若しくは出資者又は組合員の氏名若しくは名称及びその持株数

又は出資額を記載した書面 

（５） 最近２年間における貸借対照表，損益計算書及び財産目録又はこれ

 

参考資料 
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に代わるべき書類 

（６） 申請者が条例第１０条第２項第２号から第４号までに該当しないこ

とを誓約する書面 

（７） その他市長が必要と認める書類 

 

（卸売業務許可証） 

第３条 市長は，条例第１０条第１項の許可をしたときは，卸売業務許可証

（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

２ 卸売業者は，前項の規定により交付された卸売業務許可証を，魚市場内の

多数の者の目に触れやすい場所に掲示するものとする。 

３ 卸売業者は，当該卸売業務許可証を紛失し，又は損傷し，若しくは汚損し

たときは，卸売業務許可証の再交付を受けなければならない。 

４ 前項の再交付の申請は，卸売業務許可証再交付申請書（様式第３号）によ

り行うものとする。 

５ 条例第１０条第１項の許可の取消しその他の事由により卸売の業務を行わ

ないこととなったときは，卸売業者その他関係人は，速やかに，当該卸売業

務許可証を市長に返還しなければならない。 

 

（卸売の事業の譲渡等の認可申請） 

第４条 条例第１５条第１項の規定による卸売の事業の譲渡の認可の申請は，

卸売業者事業譲渡・譲受認可申請書（様式第４号）に，次に掲げる書類及び

譲渡に係る契約書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して行うもの

とする。 

（１） 定款 

（２） 登記事項証明書 

（３） 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書面 

（４） 株主若しくは出資者又は組合員の氏名若しくは名称及びその持株数

又は出資額を記載した書面 

（５） 最近２年間における貸借対照表，損益計算書及び財産目録又はこれ

に代わるべき書類 

（６） 譲受人である申請者が条例第１５条第４項において読み替えて準用

する条例第１０条第２項第２号から第４号までに該当しないことを誓
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約する書面 

２ 条例第１５条第２項の規定による卸売業者である法人の合併又は分割の認

可の申請は，卸売業者法人合併（分割）認可申請書（様式第５号）に，当該

申請者及び合併後存続する法人，合併により設立される法人又は分割により

卸売の業務を承継する法人についての次に掲げる書類及び合併に係る契約書

の写し又は分割に係る計画書若しくは契約書の写しその他市長が必要と認め

る書類を添付して行うものとする。 

（１） 定款 

（２） 登記事項証明書 

（３） 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書面 

（４） 株主若しくは出資者又は組合員の氏名若しくは名称及びその持株数

又は出資額を記載した書面 

（５） 最近２年間における貸借対照表，損益計算書及び財産目録又はこれ

らに代わるべき書類 

（６） 合併後存続する法人，合併により設立される法人又は分割により卸

売の業務を承継する法人が条例第１５条第４項において読み替えて準

用する条例第１０条第２項第２号から第４号までに該当しないことを

誓約する書面 

３ 市長は，条例第１５条第１項の認可をしたときは卸売業者事業譲渡・譲受

認可通知書（様式第６号）を，同条第２項の認可をしたときは卸売業者法人

合併（分割）認可通知書（様式第７号）をそれぞれ申請者に交付するものと

する。 

 

（名称変更等の届出） 

第５条 条例第１６条第１項第１号又は第２号の規定による届出は，卸売業者

名称等変更届出書（様式第８号）に市長が必要と認める書類を添付して行う

ものとする。 

２ 条例第１６条第１項第３号の規定による卸売の業務の開始，休止又は再開

の届出は，卸売業務開始（休止・再開）届（様式第９号）に市長が必要と認

める書類を添付して行うものとする。 

３ 条例第１６条第１項第３号の規定による卸売の業務の廃止の届出は，卸売

業務廃止届（様式第１０号）に市長が必要と認める書類を添付して行うもの
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（買受人の承認及び承認証の交付） 

第３条 条例第１６条の規定による買受人の承認については，市長が卸売業者

とする。 

４ 前項の規定は，条例第１６条第２項の規定による届出について準用する。 

 

（貸借対照表及び損益計算書の写しの作成等） 

第６条 卸売業者は，条例第１７条の規定による貸借対照表及び損益計算書の

写しを作成し，少なくとも１年間，これを主たる事務所に備えておくものと

する。 

 

（せり人の届出） 

第７条 条例第１９条第１項の規則で定める要件は，次のとおりとする。 

（１） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。 

（２） 卸売市場法（昭和４６年法律第３５号）の規定に違反して罰金の刑

に処せられた者で，その刑の執行を終わり，又はその刑の執行を受け

ることがなくなった日から起算して２年を経過しないものでないこ

と。 

（３） 買受人又はその役員若しくは使用人でないこと。 

２ 条例第１９条第２項の規定によるせり人を定めたときの届出は，せり人届

出書（様式第１１号）に次に掲げる書類を添付して行うものとする。 

（１） せり人の戸籍抄本又はこれに代わる書面 

（２） せり人の履歴書 

（３） せり人による前項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 

（４） その他市長が必要と認める書類 

３ 条例第１９条第２項の規定によるせり人でなくなった旨の届出は，せり人

廃止届（様式第１２号）により行うものとする。 

 

（記章の着用） 

第８条 せり人は，卸売のせりに従事するときは，記章を着用するものとす

る。 

 

第２節 買受人 

（買受人の承認申請） 

第９条 条例第２０条第１項の規定による買受人の承認の申請は，買受人承認
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及び買受人組合代表者と協議の上，承認する。 

２ 買受人になろうとする者は，買受人承認申請書（様式第１号）を，市長に

提出するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 市長は，買受人を承認したときは，買受人承認証（様式第２号）を申請者

に交付するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書（様式第１３号）により行うものとする。 

２ 前項の申請書には，次の各号に掲げる場合に応じ，当該各号に定める書類

を添付するものとする。 

（１） 申請者が個人である場合 次に掲げる書類 

ア 戸籍抄本又はこれに代わる書面 

イ 市町村（特別区を含む。）の長が発行する市町村税（特別区税を

含む。）の納税証明書（未納がないことの証明） 

ウ 履歴書 

エ 申請者が条例第２０条第２項第１号及び第４号から第６号までに

該当しないことを誓約する書面 

オ その他市長が必要と認める書類 

（２） 申請者が法人である場合 次に掲げる書類 

ア 定款 

イ 登記事項証明書 

ウ 役員の履歴書及び戸籍抄本又はこれに代わる書面 

エ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名若しくは名称及びその持株

数又は出資額を記載した書面 

オ 最近２年間における貸借対照表，損益計算書及び財産目録又はこ

れらに代わるべき書類 

カ 申請者が条例第２０条第２項第４号，第５号及び第７号に該当し

ないことを誓約する書面 

キ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

（買受人の承認に係る意見聴取） 

第１０条 市長は，条例第２０条第１項の承認に当たっては，卸売業者の代表

者及び買受人の組合の代表者（買受人の組合が設立されている場合に限

る。）の意見を聴くものとする。 

 

（買受人承認証） 

第１１条 市長は，条例第２０条第１項の承認をしたときは，買受人承認証
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（買受人の保証金） 

第４条 買受人は，買入限度額（消費税額及び地方消費税額を含む。）の１０

分の１以上１０分の３以下の保証金を卸売業者に預託しなければならない。 

 

２ 前項の保証金は，現金をもって預託するものとする。 

 

（買受人保証金の返済） 

第５条 前条の保証金は，買受人としての資格を失ったとき返済する。ただ

し，卸売業者に対し債務があるときは，その返済に充当するものとする。 

 

 

（名称変更等の届出） 

第６条 買受人は，次の各号の一に該当する場合には，遅滞なくその旨を市長

に届け出なければならない。 

（１） 氏名，名称，商号又は住所を変更したとき。 

（２） 買受人としての業務を廃止しようとするとき。 

２ 買受人が死亡又は解散したときは，当該買受人の相続人又は清算人は，遅

滞なくその旨を市長に届け出なければならない。 

 

（買受人承認の取消し等） 

第７条 市長は，買受人が条例第１６条第３項に該当することとなった場合

は，卸売業者及び買受人組合代表者と協議の上，その承認を取り消すものと

する。 

２ 卸売業者は，買受人が次の各号の一に該当することとなった場合は，市長

に報告するものとする。この場合において，市長は卸売業者と協議の上，魚

市場における売買取引の全部又は一部を制限することができる。 

（１） 売買取引に関し，不正があったとき。 

（２） 買受代金の支払を怠ったとき。 

（様式第１４号）を申請者に交付するものとする。 

２ 第３条第５項の規定は，前項の規定により交付した買受人承認証について

準用する。 

 

（買受人の保証金の預託） 

第１２条 条例第２０条第１項の承認を受けた者は，買入限度額（消費税及び

地方消費税に相当する金額を含む。）の１０分の１以上１０分の３以下の額

の保証金を，卸売業者に預託しなければならない。 

２ 前項の保証金は，現金をもって預託するものとする。 

 

（買受人の保証金の返還） 

第１３条 前条の保証金は，買受人としての資格を失ったときに返還する。た

だし，卸売業者に対して債務があるときは，その返済に充当するものとす

る。 
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（３） その他買受人として不適当と認められるとき。 

 

（買受人章） 

第８条 買受人は，買受人章を魚市場内において，常に着用しなければならな

い。 

２ 買受人として市長の承認を受けた者は，買受人章を一定の様式に基づき用

意するものとする。 

 

（定価売又は相対売） 

第９条 条例第１８条ただし書の定価売又は相対売は，次の各号に掲げる特別

の事情がある場合であって，市長がせり売又は入札の方法によることが著し

く不適当であると認めたときとする。 

（１） 災害が発生したとき。 

（２） せり売又は入札の方法による卸売によって生じた残品の卸売をする

とき。 

（３） その他やむを得ない理由により市長が特に必要と認めたとき。 

 

（販売方法の変更等） 

第１０条 卸売業者は，卸売による販売方法を定め，又は変更しようとする場

合は，次に掲げる事項を関係者に周知しなければならない。 

（１） 取扱品目及び販売方法 

（２） 販売方法を定め，又は変更する理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（買受人章） 

第１４条 買受人は，魚市場内においては，買受人章を常に着用するものとす

る。 

２ 前項の買受人章は，買受人が一定の様式に基づき用意するものとする。 

 

（名称変更等の届出） 

第１５条 条例第２２条第１項第１号又は第２号の規定による届出は，買受人

名称等変更届出書（様式第１５号）に市長が必要と認める書類を添付して行

うものとする。 
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（秘密取引の禁止） 

第１１条 卸売の売買取引は，そでの下，耳やり等，秘密の方法によって行っ

２ 条例第２２条第１項第３号の規定による届出は，卸売取扱廃止届（様式第

１６号）に市長が必要と認める書類を添付して行うものとする。 

３ 前項の規定は，条例第２２条第２項の規定による届出について準用する。 

 

（卸売業者による報告） 

第１６条 卸売業者は，買受人が次の各号のいずれかに該当することとなった

場合には，速やかに，その旨を市長に報告するものとする。 

（１） 条例第２３条に規定する買受人の承認の取消しの要件に該当すると

認められるとき。 

（２） 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。 

（３） 買受代金の支払を怠ったとき。 

 

（買受人の承認の取消しに係る意見聴取） 

第１７条 第１０条の規定は，条例第２３条の規定による買受人の承認の取消

しをしようとする場合について準用する。 

 

第３章 売買取引及び決済の方法 

（卸売の方法） 

第１８条 卸売業者が魚市場において行う卸売は，現品又は見本によって行う

ものとする。ただし，これと異なる取引の慣習があるときその他現品又は見

本によることが困難であるときは，この限りでない。 

 

（物品の下見） 

第１９条 卸売業者は，せり売り又は入札の方法により卸売をする場合には，

卸売のための販売の開始時刻前に，買受人が下見をすることができるよう，

当該物品を卸売場に配列するものとする。 

２ 売買取引は，買受人に現品又は見本の下見を行わせた後でなければ，これ

を開始することができない。ただし，前条ただし書の場合は，この限りでな

い。 

 

（秘密取引の禁止） 

第２０条 売買取引は，そでの下，耳やりその他秘密の方法によって行っては
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てはならない。 

２ 卸売の売買呼値は，金額による。ただし，取引の慣行があるときは，その

慣行による符号を用いることができる。 

３ 前項の符号を用いようとするときは，その符号について提示しなければな

らない。 

 

（せり売の方法） 

第１２条 卸売のためのせり売は，販売物品について品目，数量（重量）その

他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。 

 

２ せり落しは，せり人が最高申込価格（消費税額及び地方消費税額を除

く。）を金銭呼称により，３回呼び上げたとき，その申込者をせり落し人と

して決定する。ただし，その最高価格（消費税額及び地方消費税額を除く。

以下同じ。）が指値（消費税額及び地方消費税額を除く。）に達しないとき

は，この限りでない。 

３ 前項の呼び上げ回数は，時宜により変更することができる。 

４ 最高価格の申込者が２人以上あるときは，抽せんその他適宜の方法により

せり落し人を決定する。 

５ せり人は，せり落し人を決定したときは，その価格（消費税額及び地方消

費税額を除く。）及び氏名又は商号を呼び上げなければならない。 

 

 

（入札の方法） 

第１３条 卸売のための入札は，その販売物品について，品種，出荷者，数量

（重量）その他必要な事項を掲示し，又は呼び上げた後入札人に対し，一定

の入札用紙に氏名，入札金額（消費税額及び地方消費税額を除く。以下同

じ。）その他指定事項を記載させて入札を行わなければならない。 

 

２ 開札は入札終了後，直ちに行い，最高価格の入札人をもって落札人とす

る。 

 

３ 前条第４項及び第５項の規定は，入札売の場合に準用する。 

ならない。 

２ 売買取引の呼値は，金額による。ただし，取引の慣行があるときは，その

慣行による符号を用いることができる。 

３ 卸売業者は，前項の符号を用いようとするときは，その符号について提示

しなければならない。 

 

（せり売りの方法） 

第２１条 せり売りは，せり人が，せり売りをしようとする物品について，品

目，数量，重量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ，開始すること

ができない。 

２ せり落としは，せり人が最高申込価格（消費税及び地方消費税に相当する

金額を除く。）を３回呼び上げたときに決定し，その申込者をせり落とし人

とする。ただし，その最高価格（消費税及び地方消費税に相当する金額を除

く。第４項において同じ。）が指値（消費税及び地方消費税に相当する金額

を除く。）に達しないときは，この限りでない。 

３ 前項の呼び上げ回数は，時宜によりこれを変更することができる。 

４ 最高価格の申込者が２人以上あるときは，抽選その他適当な方法によりせ

り落とし人を決定する。 

５ せり人は，せり落とし人を決定したときは，その価格（消費税及び地方消

費税に相当する金額を除く。）及び氏名又は名称若しくは商号を呼び上げな

ければならない。 

 

（入札の方法） 

第２２条 入札は，卸売業者が，入札による卸売をしようとする物品につい

て，品目，出荷者，数量，重量その他必要な事項を掲示し，又は呼び上げた

後，入札者に対し，一定の入札書に氏名，入札金額（消費税及び地方消費税

に相当する金額を除く。以下同じ。）その他必要な事項を記載させて行わな

ければならない。 

２ 開札は，入札終了後，直ちに行うものとする。 

 

３ 落札者は，入札者のうち最高の入札金額の入札をした者とする。 

４ 前条第４項及び第５項の規定は，入札について準用する。 
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４ 入札売が，次の各号の一に該当するときは，その入札は無効とする。 

（１） 入札を確認できないとき。 

（２） 入札金額その他指定事項が不明なとき。 

（３） 入札に際して不正行為があったとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（異議の申立） 

第１４条 せり売又は入札売に参加した者がそのせり落し又は落札に異議があ

るときは，直ちに市長にこれを申し立てることができる。 

２ 市長は，前項の申立てについて正当な事由があると認めるときはせり直

し，又は再入札を指示することができる。 

 

（物品取引の下見） 

第１５条 魚市場における卸売のための売買取引は，買受人に現品又は見本の

下見を行わせた後でなければ，これを開始することができない。 

 

（魚市場使用料納付期日） 

第１６条 卸売業者は，当月分の魚市場使用料（以下「使用料」という。）を

翌月末日までに市長の発行する納入告知書により納付しなければならない。 

 

（使用料の算定） 

第１７条 条例第２１条に規定する魚市場施設の使用のうち１か月に満たない

使用料については，日額計算とする。 

 

 

 

 

 

 

（入札の無効） 

第２３条 次の各号のいずれかに該当する入札は，これを無効とする。 

（１） 入札者を確認し難いとき。 

（２） 入札金額その他必要な記載事項が不明なとき。 

（３） 同一人が２通以上の入札書により入札したとき。 

（４） 入札に際して不正又は不当な行為があったとき。 

２ 卸売業者は，前項の規定により入札が無効となった場合においては，開札

の際，その理由を明示し，当該入札が無効である旨を告知するものとする。 

 

（異議の申立て） 

第２４条 せり売り又は入札売りに参加した者は，そのせり落とし又は落札に

異議があるときは，直ちにその旨を市長に申し立てることができる。 

２ 市長は，前項の規定による申立てについて正当な理由があると認めるとき

は，せり直し又は再入札を指示することができる。 
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（定価売り等の方法によることができる特別の事情がある場合） 

第２５条 条例第２５条ただし書の規則で定める特別の事情がある場合は，次

に掲げる場合とする。 

（１） 災害が発生した場合 

（２） せり売り又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする

場合 

（３） 卸売業者と買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき

確保した物品の卸売をする場合 

（４） 条例第２８条ただし書の規定により買受人以外の者に対して卸売を

する場合 

（５） その他やむを得ない理由により市長が特に必要と認める場合 

 

（販売方法の変更等） 

第２６条 卸売業者は，卸売による販売方法を設定し，又は変更しようとする

場合には，次に掲げる事項を関係者に周知しなければならない。 

（１） 取扱品目及び販売方法 

（２） 販売方法を設定し，又は変更する理由 

 

（委託手数料の額） 

第２７条 条例第３３条第４号の委託手数料の額は，卸売金額（消費税及び地

方消費税に相当する金額を含む。）の１００分の５以内の額とする。 

 

（卸売予定数量等の報告） 

第２８条 条例第３４条第１項の規定による報告は，その日の卸売のための販

売の開始時刻の１時間前までに，卸売予定数量報告書（様式第１７号）によ

り行うものとする。 

２ 条例第３４条第２項の規定による報告は，その日の卸売の終了後速やか

に，卸売報告書（様式第１８号）により行うものとする。 

３ 条例第３４条第３項の規定による報告は，その月の１０日までに，卸売月

間数量等報告書（様式第１９号）により行うものとする。 

 

（委託手数料等の公表） 
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（魚市場使用許可及び更新） 

第１８条 魚市場の使用期間は，５年以内とする。 

 

２ 魚市場を使用する者は，ひたちなか市魚市場使用（更新）許可申請書（様

式第３号）を市長に提出し，許可を受けなければならない。更新するときも

また同じとする。 

 

 

３ 使用許可期間満了後引き続き魚市場を使用しようとするときは，期間満了

の１か月前までに更新の許可申請をしなければならない。 

 

 

 

（魚市場施設の使用許可） 

第１９条 魚市場施設を使用する者（以下「使用者」という。）は，ひたちな

か市魚市場施設使用（更新）許可申請書（様式第４号）を市長に提出し，許

可を受けなければならない。 

２ 使用者は，１室を２人以上で共同使用する場合は，責任者を定め連名で前

項の申請書を市長に提出し，許可を受けなければならない。 

３ 会議室を使用する者は，使用する５日前までにひたちなか市魚市場施設

（会議室）使用許可申請書（様式第５号）を市長に提出し，許可を受けなけ

ればならない。 

第２９条 条例第３５条第３項の規定による公表は，毎月１０日までに行うも

のとする。 

 

（売買取引の条件，卸売予定数量等の公表の方法） 

第３０条 条例第３３条，第３５条及び第３６条の規定による公表は，必要な

事項を記載した文書等を魚市場内の多数の者の目に触れやすい場所に掲示す

る方法又はインターネットの利用による方法その他適当な方法によるものと

する。 

 

第４章 魚市場施設の使用 

（魚市場の使用の許可） 

第３１条 条例第３８条第１項の許可の申請は，ひたちなか市魚市場使用（更

新）許可申請書（様式第２０号）により行うものとする。 

２ 条例第３８条第２項の規定による許可の期間は，５年以内の期間とする。 

 

 

３ 市長は，第１項に規定する許可をしたときは，ひたちなか市魚市場使用

（更新）許可書（様式第２１号）を申請者に交付するものとする。 

４ 第１項に規定する許可を受けた者は，条例第３８条第２項の規定による期

間の満了後も引き続き魚市場を使用しようとする場合には，当該期間の満了

の日の１か月前までに，第１項に規定する許可の申請をしなければならな

い。 

 

（施設の使用の許可） 

第３２条 条例第３９条第２項若しくは第３項の許可又は同条第４項の許可

（事務室の使用に係るものに限る。）の申請は，ひたちなか市魚市場施設使

用（更新）許可申請書（様式第２２号）により行うものとする。 

２ 前項の場合において，１室を２人以上の者で共同して使用しようとすると

きは，責任者を定め，連名で前項の申請書を提出するものとする。 

３ 条例第３９条第４項の許可（会議室の使用に係るものに限る。）の申請

は，使用しようとする日の５日前までに，ひたちなか市魚市場施設（会議

室）使用許可申請書（様式第２３号）により行うものとする。 
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（許可書の交付） 

第２０条 市長は，前条第１項の使用許可をしたときは，ひたちなか市魚市場

施設使用（更新）許可書（様式第６号）を，同条第３項の使用許可をしたと

きは，ひたちなか市魚市場施設（会議室）使用許可書（様式第７号）を申請

者に交付しなければならない。 

 

（魚市場施設使用許可の期間及び更新） 

第２１条 魚市場施設の許可期間は，２年とする。ただし，引き続き使用する

ときは期限終了の１か月前までに更新の手続をしなければならない。 

２ 魚市場施設の使用許可の更新をする者は，前条に規定する許可申請書を市

長に提出し，許可を受けなければならない。 

 

３ 市長は，前項により更新の許可をしたときは，前条に規定する許可書を交

付しなければならない。 

 

（許可の取消し） 

第２２条 次の各号の一に該当するときは，卸売業者に対し魚市場の使用許可

の取消し又は使用停止を命ずることができる。この場合において，卸売業者

に損害があっても市はその責を負わない。 

（１） 条例及びこの規則又は命令に違反したとき。 

（２） 魚市場の管理及び運営の監督上必要な市長の指示に従わないとき。 

（３） 魚市場を目的以外に使用し，公益を害すると認めたとき。 

（４） 魚市場使用料を納付しないとき。 

 

（使用廃止届出） 

第２３条 使用者は，魚市場施設の使用を廃止するときは，ひたちなか市魚市

場施設使用廃止届（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

 

 

 

（業務状況の報告及び検査） 

第２４条 市長は，卸売業者に対し，次の事項の報告を求め，また，その検査

（許可書の交付） 

第３３条 市長は，前条第１項に規定する許可をしたときはひたちなか市魚市

場施設使用（更新）許可書（様式第２４号）を，同条第３項に規定する許可

をしたときはひたちなか市魚市場施設（会議室）使用許可書（様式第２５

号）を，それぞれ申請者に交付するものとする。 

 

（事務室の使用の許可の期間等） 

第３４条 条例第３９条第４項の規定による許可（事務室の使用に係るものに

限る。）の期間は，２年以内の期間とする。 

２ 前項に規定する許可を受けた者は，同項の規定による期間の満了後も引き

続き事務室を使用しようとする場合には，当該期間の満了の日の１か月前ま

でに，当該許可の申請をしなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務室の使用の廃止） 

第３５条 使用者は，前条第１項の規定による期間の満了前に事務室の使用を

廃止するときは，ひたちなか市魚市場事務室使用廃止届（様式第２６号）に

第３３条の規定により交付された許可書を添付して，これによりその旨を市

長に届け出るものとする。 
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を行うことができる。 

（１） 毎日の水揚数量及び取扱価格の報告 

（２） 卸売業者が備える帳簿及び書類又は財産に関する報告及びその検査 

（３） その他魚市場の維持管理及び運営上必要な報告又はその検査 

 

（施設等の返還） 

第２５条 魚市場施設等の使用資格が消滅したときは，市長の指定する期間内

に自己の費用で当該施設を原形に復し，返還しなければならない。 

 

（施設の保健衛生） 

第２６条 市長は，使用者に対し，施設の使用に関し保健衛生上又は場内整理

のため必要と認める措置を命ずることができる。 

２ 市長は，いつでも使用者に対し施設の清掃又は消毒をさせ，不用と認めた

物件を措置させることができる。 

 

（届出事項） 

第２７条 卸売業者は，次の場合速やかにその旨を市長に届け出なければなら

ない。 

（１） 業務を開始したとき。 

（２） 業務を一時休止しようとするとき。 

（３） 定休日以外に業務を休止しようとするとき。 

（４） 買受人との取引を休止若しくは再開したとき又は買受人との取引を

継続することができなくなったとき。 

（５） 魚市場の設備が，災害その他の理由により使用に耐えないため業務

を停止したとき。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（魚市場使用料の算定） 

第３６条 条例第３８条第２項の規定による期間に１月未満の期間があるとき

は，その期間に係る使用料については，日額により計算する。 

 

（魚市場使用料の納期限） 

第３７条 条例第４０条第１項の使用料の納期限は，当該月の卸売金額に係る
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ものについて，その月の翌月の末日とする。 

２ 前項の規定にかかわらず，市長は，特別の事情があると認める場合には，

同項に規定する納期限を別に定めることができる。 

 

（魚市場使用料の減免） 

第３８条 条例第４０条第３項の規定による魚市場使用料の減免は，当該年度

において市長が必要と認める期間について行うものとする。 

２ 前項に規定する減免を受けようとする者は，魚市場使用料減免申請書（様

式第２７号）に市長が必要と認める書類を添付して，これにより市長に申請

しなければならない。 

３ 市長は，前項の規定による申請があった場合には，その内容を審査し，魚

市場使用料の減免の可否を決定したときは，魚市場使用料減免承認等決定通

知書（様式第２８号）により，その旨を申請者に通知するものとする。 

 

（魚市場施設使用料の減免） 

第３９条 条例第４１条第２項の規定による魚市場施設使用料の減免を受けよ

うとする者は，魚市場施設使用料減免申請書（様式第２９号）に市長が必要

と認める書類を添付して，これにより市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があった場合には，その内容を審査し，魚

市場施設使用料の減免の可否を決定したときは，魚市場施設使用料減免承認

等決定通知書（様式第３０号）により，その旨を申請者に通知するものとす

る。 

３ 条例第３９条第２項，第３項又は第４項の許可を受けようとする者が，第

３２条第１項又は第３項の規定による申請を行う際に，これらの項に規定す

る申請書に魚市場施設使用料の減免に関する事項を記載し，及び市長が必要

と認める書類を添付してこれを提出した場合には，第１項の規定による申請

があったものとみなす。 

４ 前項の規定により第１項の規定による申請があったものとみなされた場合

には，市長は，魚市場施設使用料の減免の可否の決定について，第３３条に

規定する許可書にその旨を記載し，及びこれを交付することにより，第２項

の規定による通知に代えることができる。 
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（清潔の保持） 

第４０条 使用者は，清掃及びごみの適切な処理，消毒等により，その使用す

る魚市場の施設を，清潔に保持するものとする。 

２ 使用者は，物品，容器その他の物件を常に整理し，通路その他の場所に放

置してはならない。 

 

第５章 監督 

（身分証明書） 

第４１条 条例第４８条第２項の身分証は，身分証明書（様式第３１号）によ

るものとする。 

 

第６章 ひたちなか市魚市場委員会 

（委員長及び副委員長） 

第４２条 委員長は，魚市場委員会を代表し，会務を掌理する。 

２ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき，又は委員長が欠

けたときは，その職務を代理する。 

 

（会議） 

第４３条 魚市場委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が招集

し，委員長が議長となる。 

２ 魚市場委員会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができ

ない。 

 

（魚市場委員会の庶務） 

第４４条 魚市場委員会の庶務は，経済環境部水産課において処理する。 

 

（魚市場委員会の運営） 

第４５条 この章に定めるもののほか，議事の手続その他魚市場委員会の運営

に関し必要な事項は，委員長が魚市場委員会に諮って定める。 

 

第７章 雑則 

（掲示事項） 
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第４６条 市長は，次に掲げる場合には，その旨を魚市場内の多数の者の目に

触れやすい場所に掲示するものとする。 

（１） 条例第５条ただし書の規定により，魚市場を臨時に開場し，又は休

場するとき。 

（２） 条例第６条の規定により，魚市場の開場の時間を変更したとき。 

（３） 卸売の業務を許可したとき。 

（４） 卸売業者が卸売の業務を開始し，休止し，再開し，又は廃止したと

き。 

（５） 卸売の事業の譲渡又は卸売業者である法人の合併若しくは分割につ

いて認可をしたとき。 

（６） 卸売の業務の許可を取り消したとき。 

（７） 買受人の承認をしたとき，又は取り消したとき。 

（８） 条例第３１条第２項の規定により売買を差し止めたとき。 

（９） 魚市場に関する法令又は条例若しくはこの規則に改廃があったと

き。 

（１０） 前各号に掲げる場合のほか，掲示する必要があると認める事項が

あるとき。 

 

（補則） 

第４７条 この規則に定めるもののほか，条例の施行に関し必要な事項は，別

に定める。 
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様式第１号（第２条関係） 

卸売業務許可申請書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

ひたちなか市地方卸売市場における卸売の業務の許可を受けたいので，次のとおり申

請します。 

申請者 

所在地 
 

 

名称（商号） 
 

 

代表者氏名 印 

電話番号 
 

 

担当者氏名  

取扱品目 
 

 

業務開始の予定年月日 年   月   日 

資本金又は出資の額                円 

役員の氏名 

 

 

 

 

従業員数           人 

業務開始後３年間の取扱

金額の見込み 

 

 

業務開始後３年間の収支

の見込み 

 

 

添付書類 
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様式第２号（第３条関係） 
卸売業務許可証 

 

卸売業者 

所在地 

代表者 

 

１ 許可番号 

第   号 

 

２ 許可年月日 

年   月   日 

 

ひたちなか市地方卸売市場において卸売の業務を行うことを許可する。 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      印 

 

 

 

様式第３号（第３条関係） 
卸売業務許可証再交付申請書 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

申請者 

所在地 

名称（商号） 

代表者氏名               印 

電話番号 

担当者氏名 

 

卸売業務許可証の再交付を受けたいので，次のとおり申請します。 

１ 許可番号 

第   号 

２ 許可年月日 

年  月  日 

３ 再交付を必要とする理由 

 

 

備考 損傷又は汚損の場合には，交付されている卸売業務許可証を添付してください。 
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様式第４号（第４条関係） 

卸売業者事業譲渡・譲受認可申請書 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

卸売の事業の譲渡の認可を受けたいので，次のとおり申請します。 

譲渡人 

許可番号 第   号 

許可年月日 年   月   日 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

 

譲受人 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

取扱品目  

業務の開始予定年月日 年   月   日 

資本金又は出資の額                円 

役員の氏名 

 

 

 

従業員数           人 

業務開始後３年間の取扱

金額の見込み 

 

 

業務開始後３年間の収支

の見込み 

 

 

 

卸売の事業の譲渡・譲受の理由 
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様式第５号（第４条関係） 

卸売業者法人合併（分割）認可申請書 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

法人の合併（分割）の認可を受けたいので，次のとおり申請します。 

現行法人 

許可番号 第   号 

許可年月日 年   月   日 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

 

存続法人 

設立法人 

承継法人 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

取扱品目  

業務の開始予定年月日 年   月   日 

資本金又は出資の額                円 

役員の氏名 

 

 

 

従業員数           人 

業務開始後３年間の取扱

金額の見込み 

 

 

業務開始後３年間の収支

の見込み 

 

 

 

法人の合併（分割）の理由 
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様式第６号（第４条関係） 

年  月  日 

            殿 

 

ひたちなか市長      印 

 

 

卸売業者事業譲渡・譲受認可通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあったひたちなか市地方卸売市場の卸売業者の

事業の譲渡について，これを認可します。 

 

 

 

 

 

様式第７号（第４条関係） 

年  月  日 

            殿 

 

ひたちなか市長      印 

 

 

卸売業者法人合併（分割）認可通知書 

 

 

年  月  日付けで申請のあったひたちなか市地方卸売市場の卸売業者の

合併・分割について，これを認可します。 
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様式第８号（第５条関係） 

卸売業者名称等変更届出書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

法人の名称等を変更したので，次のとおり届け出ます。 

届出人 

許可番号 第   号 

許可年月日 年   月   日 

所在地 
 

 

名称（商号） 
 

 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

変更内容 

変更事項 変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 変更の内容が分かる書類を添付してください。 
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様式第９号（第５条関係） 
卸売業務開始（休止・再開）届 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

卸売の業務を開始（休止・再開）するので，次のとおり届け出ます。 

届出人 

許可番号 第   号 

許可年月日 年   月   日 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

１ 業務の開始（休止・再開）年月日 

年   月   日 

２ 休止・再開の理由 

 

 

様式第１０号（第５条関係） 
卸売業務廃止届 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

卸売の業務を廃止したので，次のとおり届け出ます。 

届出人 

住所  

氏名 ㊞ 

電話番号  

 

卸売業者 

許可番号 第   号 

許可年月日 年   月   日 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

１ 業務の廃止年月日 

年   月   日 

２ 廃止の理由 
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様式第１１号（第７条関係） 
せり人届出書 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

ひたちなか市地方卸売市場におけるせり人を定めたので，次のとおり届け出ます。 

届出人 

許可番号 第   号 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

 

せり人 

氏名  

生年月日 年   月   日生 

住所  

せり人・せり売り関連業

務の経験年数 

 

 

添付書類  

 

様式第１２号（第７条関係） 
せり人廃止届 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

せり人でなくなった者があるので，次のとおり届け出ます。 

届出人 

許可番号 第   号 

所在地  

名称（商号）  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

 

せり人 

氏名  

生年月日 年   月   日生 

住所  

１ せり人でなくなった年月日 

年   月   日 

２ せり人でなくなった理由 
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様式第１号（第３条関係） 

買 受 人 承 認 申 請 書 

年  月  日 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 ひたちなか市長    殿 

 

現住所 

現営業所 

業種 

商号 

名称又は 

代表者氏名        ㊞ 

 

ひたちなか市地方卸売市場水産物部買受人として営業いたしたいので承認願いたく， 

下記必要書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 戸籍抄本又は住民登録抄本の写し 

２ 経歴書 

３ 資本又は出資額及び役員名簿（法人のみ） 

４ 買受する取扱品目及び買受見込高（年間） 

５ その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１３号（第９条関係） 

買受人承認申請書 

年  月  日 

 

ひたちなか市長      殿 

 

ひたちなか市地方卸売市場における買受人としての承認を受けたいので，次のとおり

申請します。 

申請者 

住所 

所在地 

 

 

氏名 ㊞ 

名称（商号） 
 

 

代表者氏名 印 

電話番号 
 

 

担当者氏名  

取扱品目 
 

 

資本金又は出資の額                円 

役員の氏名 

 

 

 

 

従業員数           人 

買受けの１年間の取扱金

額の見込み 

 

 

添付書類 
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様式第２号（第３条関係） 

 

買 受 人 承 認 証 

 

 

買受人 住所 

 

氏名 

 

１ 承 認 番 号    第      号 

 

 

２ 承 認 年 月 日        年  月  日 

 

 

３ 買受をする魚市場の名称    ひたちなか市地方卸売市場 

 

 

４ 買受品目の部類    水産物部 

 

年  月  日 

 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 

ひたちなか市長          印 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第１４号（第１１条関係） 

 

買受人承認証 

 

買受人 

住所（所在地） 

 

氏名（名称） 

 

１ 承認番号 

第   号 

 

２ 承認年月日 

年   月   日 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場における買受人として承認する。 

 

 

 

年  月  日 

 

 

 

ひたちなか市長      印 
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様式第１５号（第１５条関係） 

買受人名称等変更届出書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

法人の名称等を変更したので，次のとおり届け出ます。 

届出人 

承認番号 第   号 

承認年月日 年   月   日 

住所 

所在地 

 

氏名・名称 ㊞ 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

変更内容 

変更事項 変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 変更の内容が分かる書類を添付してください。 
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様式第１６号（第１５条関係） 

卸売取扱廃止届 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

ひたちなか市地方卸売市場において卸売を受けることを廃止したので，次のとおり届

け出ます。 

届出人 

住所 

所在地 

 

氏名・名称 印 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

 

買受人 

承認番号 第   号 

承認年月日 年   月   日 

住所 

所在地 

 

氏名・名称 
 

 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

１ 卸売を受けることを廃止した年月日 

 

年   月   日 

 

２ 廃止の理由 
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様式第１７号（第２８条関係） 
卸売予定数量報告書 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

報告者 

所在地 

名称 

代表者氏名               印 

 

ひたちなか市地方卸売市場における    年  月  日の主要な品目の卸売予定

数量を，下記のとおり報告します。 

記 

品目 数量（kg） 備考 

   

   

   

   

 

 

 

様式第１８号（第２８条関係） 
卸売報告書 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

報告者 

所在地 

名称 

代表者氏名               印 

 

ひたちなか市地方卸売市場における    年  月  日の主要な品目の卸売数量

及び価格を，下記のとおり報告します。 

記 

品目 数量（kg） 単価（円） 価格（円） 備考 

     

     

     

     

（注） 単価及び価格は，消費税及び地方消費税の額を含めた金額を記入してくださ

い。 
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様式第１９号（第２８条関係） 

卸売月間数量等報告書 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

報告者 

所在地 

名称 

代表者氏名               印 

 

ひたちなか市地方卸売市場における    年  月分の卸売数量及び価格を，下記

のとおり報告します。 

記 

品目 数量（kg） 単価（円） 価格（円） 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

（注） 単価及び価格は，消費税及び地方消費税の額を含めた金額を記入してくださ

い。 
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様式第３号（第１８条関係） 

年  月  日 

 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 ひたちなか市長    殿 

住所 

氏名        印 

 

ひたちなか市魚市場使用（更新）許可申請書 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例施行規則第１８条の規定により下記の

とおり申請いたします。 

 

記 

 

１ 営業所の所在地及び名称 

２ 使用目的及び期間 

３ 組織及び資本金額 

４ 添付書類 

（１） 事業計画書 

（２） 営業規約 

（３） その他必要と認める事項 

５ 使用期間 

年  月  日から 

年  月  日まで    か年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２０号（第３１条関係） 

ひたちなか市魚市場使用（更新）許可申請書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

 

 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場の使用の許可を受けたいので，次のとおり申請します。 

 

申請者 

所在地 
 

 

名称（商号） 
 

 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

使用目的 

（更新の

理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用期間 年  月  日から    年  月  日まで 

備考 
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様式第２１号（第３１条関係） 

年  月  日 

 

            殿 

ひたちなか市長      印 

 

ひたちなか市魚市場使用（更新）許可書 

 

年  月  日付けで申請のあったひたちなか市地方卸売市場の使用につい

て，次のとおり許可します。 

使用目的 

 

 

 

 

許可期間 年  月  日から    年  月  日まで 

使用料の

額 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例第４０条第２項の規定によ

る額 

備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．３４  

旧 新 備考 

様式第４号（第１９条関係） 

年  月  日 

 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 ひたちなか市長    殿 

住所 

氏名        ㊞ 

 

ひたちなか市魚市場施設使用（更新）許可申請書 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例施行規則第１９条の規定により下記

のとおり申請いたします。 

記 

１ 使用期間 

年  月  日から ２か年 

年  月  日まで 

２ 使用施設名 

３ 使用目的（更新を必要とする理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２２号（第３２条関係） 

ひたちなか市魚市場施設使用（更新）許可申請書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

 

 

 

 

ひたちなか市地方卸売市場の施設の使用の許可を受けたいので，次のとおり申請しま

す。 

 

申請者 

住所 

所在地 

 

 

氏名・名称 印 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

使用する

施設 

 

 

使用目的 

（更新の

理由） 

 

 

 

使用期間 年  月  日から    年  月  日まで 

使用予定

人数 
          人 

使用料の

減免 

□ あわせて申請する 

□ 漁業者・水産業関係団体の使用の場合 

□ 水産業振興の活動のための使用の場合 

□ その他（                        ） 

添付書類  

備考  

 

 



Ｎｏ．３５  

旧 新 備考 

様式第５号（第１９条関係） 

ひたちなか市魚市場施設（会議室）使用許可申請書 

 

１ 使用日時 
年  月  日午  時から 午  時まで 

 

２ 使用施設  

３ 使用目的   

４ 集会予定人員       人 

５ 使用責任者 
住所 

 

氏名 

 

６ その他 

 

 

 

 

※受付 

 

※許可 

 

※減免 

 

※使用料 

 

※令書番号 

 

月  日 
第    号 

月  日 

  

 
円 第    号 

 

上記のとおり魚市場施設を使用したいので申請します。 

 

年  月  日 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 ひたちなか市長    殿 

 

申請者 

住所 

氏名 

 

 

 ※の欄は記入しないでください。 

 

 

 

 

 

様式第２３号（第３２条関係） 

ひたちなか市魚市場施設（会議室）使用許可申請書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

ひたちなか市地方卸売市場の会議室の使用の許可を受けたいので，次のとおり申請し

ます。 

申請者 

住所 

所在地 

 

氏名・名称 印 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

使用目的 

 

 

 

使用日時 
年   月   日    時   分から 

年   月   日    時   分まで 

使用予定

人数 
          人 

使用責任

者 

住所 

氏名 

使用料の

減免 

□ あわせて申請する 

□ 漁業者・水産業関係団体の使用の場合 

□ 水産業振興の活動のための使用の場合 

□ その他（                        ） 

添付書類  

備考  

※市使用欄 

※受付 ※許可 ※減免 ※使用料 ※令書番号 

月  日 
第   号 

月  日 
 円 第   号 

 

 



Ｎｏ．３６  

旧 新 備考 

様式第６号（第２０条関係） 
年  月  日 

          殿 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 ひたちなか市長       印 

 

ひたちなか市魚市場施設使用（更新）許可書 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例施行規則第２０条の規定により次の

とおり魚市場施設の使用を許可する。 

 

１ 許可の有効期間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

 

２ 使用施設名及び使用面積 

平方メートル 

 

 

３ 使用条件 

 

 

 

 

様式第７号（第２０条関係） 
ひたちなか市魚市場施設（会議室）使用許可書 

 

１ 使用日時 
年  月  日午  時から 午  時まで 

 

２ 使用目的   

３ 使用の施設 会議室 

４ 使用料金 一金      円 

年  月  日付け申請のあった魚市場施設の使用については，上記のと

おり許可します。 

 

年  月  日 

 

          殿 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 ひたちなか市長     印 

様式第２４号（第３３条関係） 
年  月  日 

            殿 

 

ひたちなか市長      印 

 

ひたちなか市魚市場施設使用（更新）許可書 

 

年  月  日付けで申請のあったひたちなか市地方卸売市場の施設の使用

について，次のとおり許可します。 

 

１ 許可期間（更新後の許可期間） 

年   月   日から    年   月   日まで 

 

 

２ 使用施設名及び使用面積 

 

平方メートル 

 

３ 使用条件 

 

 

 

 

様式第２５号（第３３条関係） 
ひたちなか市魚市場施設（会議室）使用許可書 

第   号 

許可日時 
年   月   日    時   分から 

年   月   日    時   分まで 

使用目的  

  

使用料                円 

年  月  日付けで申請のあったひたちなか市地方卸売市場の会議室の使

用について，上記のとおり許可します。 

 

年  月  日 

 

            殿 

 

ひたちなか市長      印 



Ｎｏ．３７  

旧 新 備考 

様式第８号（第２３条関係） 

年  月  日 

 

ひたちなか市地方卸売市場 

開設者 ひたちなか市長    殿 

住所 

氏名        ㊞ 

 

ひたちなか市魚市場施設使用廃止届 

 

年  月  日付けをもって許可のあった魚市場施設（      ）の

使用を下記のとおり廃止したいのでひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例施

行規則第２３条の規定により届け出ます。 

 

１ 廃止年月日      年  月  日 

２ 廃止の理由 

 

様式第２６号（第３５条関係） 

ひたちなか市魚市場事務室使用廃止届 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

 

 

 

 

年  月  日付けで許可のあったひたちなか市地方卸売市場の事務室の使

用を廃止するので，次のとおり届け出ます。 

 

届出人 

住所  

氏名 ㊞ 

電話番号  

 

使用者 

住所 

所在地 

 

氏名・名称 印 

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

許可期間 年  月  日から    年  月  日まで 

廃止の理

由 

 

 

 

 

 

備考 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．３８  

旧 新 備考 

様式第２７号（第３８条関係） 

魚市場使用料減免申請書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

魚市場使用料の減免を受けたいので，次のとおり申請します。 

申請者 

所在地  

名称  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

使用許可

期間 
年  月  日から    年  月  日まで 

減免対象

期間 
年  月  日から    年  月  日まで 

申請の理

由 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

 

 

 

備考 
 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．３９  

旧 新 備考 

様式第２８号（第３８条関係） 

第   号 

年  月  日 

            殿 

 

ひたちなか市長      印 

 

魚市場使用料減免承認等決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった魚市場使用料の減免について，次のとお

り決定したので，通知します。 

減免 承認します ・ 承認しないこととします 

不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

 

減免の内容 
減免前の額                円 

減免後の額                円 

減免の期間 年  月  日から    年  月  日まで 

（教示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．４０  

旧 新 備考 

様式第２９号（第３９条関係） 

魚市場施設使用料減免申請書 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      殿 

 

魚市場施設使用料の減免を受けたいので，次のとおり申請します。 

申請者 

住所 

所在地 

 

氏名・名称  

代表者氏名 印 

電話番号  

担当者氏名  

使用する

施設 

 

 

使用期間 

使用日時 
 

使用料の

額 
               円 

申請の理

由 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類 

 

 

 

備考 
 

 

 

 

 



Ｎｏ．４１  

旧 新 備考 

様式第３０号（第３９条関係） 

第   号 

年  月  日 

            殿 

 

ひたちなか市長      印 

 

魚市場施設使用料減免承認等決定通知書 

 

年  月  日付けで申請のあった魚市場施設使用料の減免について，次の

とおり決定したので，通知します。 

減免 承認します ・ 承認しないこととします 

不承認の理由 

 

 

 

 

 

 

 

減免の内容 
減免前の額                円 

減免後の額                円 

（教示） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｎｏ．４２  

旧 新 備考 

様式第３１号（第４１条関係） 

（表） 

第   号 

身 分 証 明 書 

 

 

写真 

所属 

職名 

氏名 

生年月日     年  月  日生 

  

 

上記の者は，ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例第４８条の

規定による立入検査等を行う者であることを証明する。 

 

年  月  日 

ひたちなか市長      印 

 

  

 

（裏） 

 

ひたちなか市地方卸売市場の設置及び管理条例抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
 


